
別添 

全般に係る御意見 

番号 御意見 回答 

１ 【意見１】 

食品、添加物 農薬は要りません。 

添加物は特に危険です。 

【回答１】 

消費者庁では、内閣府食品安全委員会にお

ける食品健康影響評価の結果、食品衛生基準

審議会農薬・動物用医薬品部会において審議

した結果等を踏まえ、農薬等の残留基準を設

定しています。なお、食品健康影響評価におい

ては、人が一生涯にわたって毎日摂取し続け

ても健康への影響がないと推定される摂取量

（許容一日摂取量（ADI））が設定され、ADI を

超えない範囲で残留基準を設定しています。 

 なお、残留基準は、農薬が残留する食品を長

期間にわたり摂取した場合や、農薬が残留す

る食品を短期間に大量に摂取した場合であっ

ても、健康に悪影響を生じるおそれがないこ

とを確認しています。 

２ 【意見２】 

安全性が無くなるような農薬などは、絶対に

反対です。 

【回答２】 

 残留基準の設定については、【回答１】を御

覧ください。 

３ 【意見３】 

なぜ基準を緩和する作物があるのでしょう

か？緩和する必要はありませんよね。特にエ

タボキサムとピカルブトラゾクスは日本での

登録がないのに、なぜ基準を緩和するのでし

ょうか？論理的に示してください。エタボキ

サムは持続性が高いので、緩和しないでくだ

さい。 

【回答３】 

 残留基準の設定については、【回答１】を御

覧ください。また、残留基準は、農林水産省か

らの基準値設定依頼等を受けて、農薬を適正

に使用した場合の作物残留試験結果等に基づ

き設定しています。 

なお、エタボキサム及びピカルブトラゾク

スについては、国内での農薬登録がなされて

います。 

４ 【意見４】 

突然、消費者庁食品衛生基準審査課残留農薬

等基準審査室パブリックコメント担当様へ

「「食品、添加物等の規格基準の一部を改正す

る告示（案）」（農薬（エスプロカルブ等６品

目）の残留基準の改正）に関する意見」につい

てのメールを拝送することをお許しくださ

い。 

早速、「食品、添加物等の規格基準の一部を改

【回答４】 

 農薬については、農林水産省において、農薬

取締法に基づき農薬が残留した農産物を食べ

た消費者への健康影響、農薬を使用した農業

者への健康影響、水質や水生生物などの環境

への影響、周辺の農作物や有用生物への影響、

病害虫防除の効果など、安全性等を考慮した

上で、適切な使用方法等が設定されるものと

承知しています。  



正する告示（案）」（農薬（エスプロカルブ等６

品目）の残留基準の改正）に関する御意見の募

集について拝見してエスプロカルブ等６品目

も怖いので奇跡のリンゴという本で有名な木

村秋則さんを見習って、４年から３０年くら

い作物ができるまで黙って見ていて自然栽培

でほったらかしか天敵農法できて、殺虫剤や

農薬、除草剤にも頼らないで自給自足で原価

２０円ですべての日本人にサービスのベーシ

ックインカムとタクシー代金、紙パンツ代な

どにも使える生活保護費以上の年間３００万

円から１０００万円以上を公共事業として地

域商品券を作って支給して、エスプロカルブ

等６品目と他のすべての農薬、重イオンビー

ム、その他すべてのものを使用して、実験用の

マウス、サル、線虫、実験に協力する人、その

他の実験用動物で実験した場合と、実験しな

かった場合と比較して平均寿命前に健康を悪

くして寿命を迎えたのか、迎えなかったのか、

調べて健康を悪化させて実験用動物の平均寿

命前に亡くなった農薬は販売、輸出入、作るこ

とやめて、過去最高の平均寿命より長く生き

られるまたは維持できる農薬を販売、輸出入、

作ることができるように支援して下さいます

ようお願い申し上げます。 

以上、お忙しい中最後までご高覧下さりあり

がとうございます。 

なお、残留基準の設定については、【回答１】

を御覧ください。 

５ 【意見５】 

食品への殺菌剤、除草剤等使用の規制緩和に

は反対です。ただでさえ添加物の基準が緩い

日本では人体への悪影響が無いとは言えない

物が溢れています。全ての人が健康に生きら

れるような食品が出回り、安心して暮らして

いかれるよう食品の安全基準は厳しくしてほ

しいです。 

【回答５】 

 残留基準の設定については、【回答１】を御

覧ください。 

 

６ 【意見６】 

健康被害防止の視点（妊婦・子供への影響を強

調）「本案件の定期再評価制度は評価します

が、ネオニコチノイド系農薬の生殖毒性（EU

【回答６】 

 残留基準の設定については、【回答１】を御

覧ください。 

なお、本意見募集の対象は、エスプロカルブ



で禁止）を考慮し、即時使用制限を追加すべき

です。残留基準緩和は、子供の神経発達障害リ

スクを高め、ADI の安全係数が不十分。改善に

より EU 並みの MRL（0.01ppm 以下）を義務化

し、妊婦の暴露を防ぐ観点から、発がん性疑い

の成分を優先排除してください。国民の安全

を最優先に、メーカー要望より科学的根拠を

重視した規制を求めます。」ネオニコチノイド

系も全面禁止にしてほしい。 

等６品目の農薬の残留基準の改正に関するも

のです。 

  

７ 【意見７】 

生態系保護の視点（生物多様性・水質汚染を強

調）「農薬の土壌残留がミツバチ減少や水系汚

染を引き起こす中、登録事項追加は時宜を得

ています。しかし、既存の問題点として耐性菌

化を無視した基準緩和が続き、生物多様性を

損ないます。改善点として、定期レビューに生

態毒性評価を必須とし、グリホサート類の段

階的使用禁止を提案。海外（EUの 50%減目標）

と比較し、日本も環境負荷低減を加速。農薬依

存からの脱却で、持続可能な農業を実現して

ください。」 

【回答７】 

 農薬の環境中への影響については、農林水

産省及び環境省が定める省令等に基づき、適

正に農薬の使用がなされ、安全性が確保され

ているものと承知しています。 

なお、残留基準の設定については、【回答１】

を御覧ください。 

８ 【意見８】 

代替推進の視点（有機・低毒性移行を強調） 

「残留農薬の健康被害（慢性中毒・がんリス

ク）を防ぐため、生物農薬や有機栽培への移行

支援を強化すべきです。現規制の緩さが輸出

障壁を生む中、改善案の Codex 適合は不十分。

定期再評価で高危険成分を禁止し、代替農薬

の登録を優先的に進めてください。US・EU の

有機市場拡大を参考に、補助金拡充で農家負

担を軽減。危険性低減が国民安心の基盤です。

早期実施を強く要望します。」及びグリコサホ

ートは全面禁止を求めます。 

【回答８】 

残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を御覧ください。  

コーデックス基準や国内外の作物残留試験

の結果から残留基準を設定したものであり、

内閣府食品安全委員会における食品健康影響

評価を踏まえ、食品衛生基準審議会農薬・動物

用医薬品部会において審議し、国民の健康に

影響が生じないよう設定しています。 

なお、本意見募集の対象は、エスプロカルブ

等６品目の農薬の残留基準の改正に関するも

のです。 

９ 【意見９】 

日本で登録されていない農薬を使用するこ

と、またその食品を輸入されることに危機感

を覚えます。日本の食品は農薬や添加物など

基準が緩いと聞きます。短期では健康に問題

無いとしても、長期での蓄積による被害が懸

【回答９】 

 残留基準の設定については【回答１】を、農

薬の使用については【回答４】を御覧くださ

い。 

 



念されます。提案の取り下げを要求します。 

10 【意見 10】 

残留農薬基準を緩和する必要性を感じませ

ん。これは、誰のための改正なのでしょうか？

消費者目線、小さな子供も食べることをどう

か考えて下さい。 

【回答 10】 

 残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を御覧ください。 

11 【意見 11】 

6 種類の農薬 

エスプロカルブ 

エタボキサム 

トリフロキシストロビン 

ピカルブトラゾクス 

ポリオキシン D亜鉛塩 

マンジプロパミドの残留基準値を変更するそ

うですが、残留基準値を緩和する作物と強化

する作物とあります。どうして緩和する必要

があるのでしょう？エタボキサムとピカルブ

トラゾクスは共に日本での登録がありません

が、含んでいる商品が流通されていると聞き

ました。そういうチェックの強化を先行する

べきでないでしょうか？また、持続性が高い

のに基準を緩和するケースもあり不信感しか

ありません。提案の取り下げを要求します。 

【回答 11】 

 残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を御覧ください。 

12 【意見 12】 

日本で登録されていない農薬の使用や、それ

らを含む食品の輸入には強い危機感を覚えま

す。日本の食品に関する農薬や添加物の基準

は、他国と比べて緩やかであると聞いていま

す。短期的には健康への影響が見られない場

合でも、長期的な摂取による蓄積が健康被害

につながる可能性があり、深く懸念していま

す。 

【回答 12】 

 残留基準の設定については【回答１】を、農

薬の使用については【回答４】を御覧くださ

い。 

 

 



13 【意見 13】 

残留農薬による人の健康への悪影響をとても

懸念しております。子供達には純粋な自然か

らの恵みを与えたいです。厳しい審査をして

いただきたく、そして無農薬・無化学肥料の農

法の推進や、そうした農業の拡大、そこへの労

働力の強化（日本人による技術者の育成）を速

やかにすすめてください。よろしくお願いし

ます。 

【回答 13】 

 残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を御覧ください。 

 

14 【意見 14】 

農薬の残留基準値が緩すぎます。前回の改定

時に大幅に緩くしましたが、本当に改悪だと

思います。私達日本国民の健康を考えるなら、

農薬や食品添加物は厳しく規制すべきです。

今回の対象農薬の基準値を緩めるべきではあ

りません。残留農薬や食品添加物によって自

閉症患者が急増していると米国の厚労大臣に

あたるロバート・ケネディ jr.氏も警告してい

ました。消費者庁は消費者の為の省庁なのだ

から、消費者である日本国民の健康を害する

恐れのある農薬使用や残留農薬基準値に対し

て厳しい態度で臨んで頂きたいです。 

【回答 14】 

 残留基準の設定については【回答１】を、農

薬の使用については【回答４】を御覧くださ

い。 

 

 

 

15 【意見 15】 

添加物農薬は、早く禁止でお願いします。 

遺伝子の異常を招く事になります。 

【回答 15】 

 残留基準の設定については、【回答１】を御

覧ください。 

16 【意見 16】 

食料安全保障の観点から、食料自給率を上げ

る必要があります。日本は国土が狭く、農地に

適した土地は更に狭いので、土地が汚染され

たから他の土地で、というのは難しいと思わ

れます。そうなれば輸入に頼らざるを得なく

なりますが、そうなれば、食料を人質に日本に

不利な条件を飲まざるを得ない状況に追い込

まれたり、兵糧攻めに遭う危険性も出てきま

す。そんな事はないと言われても、公明党が連

立を解消するなど発表当日まで殆どの人が想

像していなかった事を思えば、日本国内の情

勢でさえそうなのに、海外との関係性を正確

に読むなど不可能に近く、国内自給率をこれ

【回答 16】 

 残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を、農薬の使用については【回答

４】を御覧ください。 



以上下げる訳にはいかないと考えるのは至極

真っ当な事と考えます。農業従事者が増えよ

うと、生産性が向上しようと、農業に不可欠な

土や水が汚染されては、生産量は維持できま

せん。食品添加物や残留農薬に規制が設けら

れてきた経緯には、国民の健康を守ろうとす

る意志が感じられていましたが、この頃頻繁

に食品添加物や農薬の規制が緩和されるパブ

リックコメントを見るにつけ、一部産業が海

外で有利に活動できる様にするのと引き換え

に、日本国民の健康が差し出されているので

はないか？という不信感が芽生えてきていま

す。1年間食べ続けて健康に影響が出る様な量

の食品添加物や残留農薬は承認されないでし

ょうが、多くの国民の寿命はそんな短いもの

ではありません。生きる上は食べねばならな

いので、1回 1回の量は少なくとも、長年食べ

続けても健康に影響は出ないか？農作物を育

てる土や水や環境に影響はないか？それを確

かめて初めて、安全であると言う事ができま

すが、規制緩和される食品添加物や農薬につ

いて、どの様な方法で、どれくらいの期間確認

されたのかお示しください。どんなデータで

も提示すれば規制を緩和して良い訳ではな

く、国民が納得できるものでなければ、規制緩

和どころか規制強化する必要が出てきます。

それは業界団体や一部の人にとっては不都合

な事かもしれませんが、そもそも行政は国民

市民の命や健康を守る立場にあります。ぜひ

とも真摯に国民と向き合っていただき、透明

性をもった情報開示をお願い致します。規制

緩和は一度白紙に戻していただき、国民の納

得を得られたもの以外は規制緩和しないでい

ただく様、お願い申し上げます。 

17 【意見 17】 

ネオニコチノイド系農薬はミツバチの数を減

らす原因になっていると以前から問題視され

ています。ミツバチの減少は環境への悪影響

の一つと、とらえます。 

【回答 17】 

 残留基準の設定については【回答１】を、農

薬の使用については【回答４】を、環境中への

影響については【回答７】を御覧ください。 

なお、本意見募集の対象は、エスプロカルブ



危険な農薬の使用を中止してください。 

 

 

等６品目の農薬の残留基準の改正に関するも

のです。 

 

18 【意見 18】 

以下、意見を行う。 

＞農薬トリフロキシストロビン 

構成元素中にフッ素が含まれているが、スト

ロビルリン系殺菌剤の構成元素にフッ素は必

ず含まれていなければならないものではない

はずである。トリフロキシストロビンが殺菌

効果を示す対象にも効果のある薬剤は他にも

あると思われるが、環境中（人の生活環境の近

くも含む）における PFAS の削減を図るべきと

いう観点からはこの使用は行わないようにし

ていくべきではないかと思われるものであ

る。使用については終息させていくべきでは

ないかと思われる。意見は以上である。 

【回答 18】 

 残留基準の設定については【回答１】及び

【回答３】を、農薬の使用については【回答

４】を御覧ください。 

 

 

19 【意見 19】 

ヨーロッパやアメリカなどではネオニコチノ

イドの使用が規制されています。なぜ日本で

は使用基準が緩いのでしょうか？ 

神経毒があり、子供達の発達障害の原因にな

ると言う指摘もあります。 

危険な農薬の使用を中止もしくは、規制を強

くしていただきたいと思います。 

【回答 19】 

 農薬の使用の可否や使用方法は、各国にお

いて、その国の気候・病害虫の発生状況・栽培

実態を踏まえてそれぞれで定められているこ

とから、それに基づき定められる残留基準値

も国ごとに異なります。 

 残留基準の設定については【回答１】を、農

薬の使用については【回答４】を御覧くださ

い。 

なお、本意見募集の対象は、エスプロカルブ

等６品目の農薬の残留基準の改正に関するも

のです。 

※上記のほか、今回の意見募集に直接関係しない御意見を３件頂きました。 


